
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

の

事

業

の

廃

止

〃

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

落

札

者

等

の

決

定

用

度

課

【

公

安

委

員

会

】

○

犯

罪

関

連

通

信

の

傍

受

令

状

の

請

求

等

を

す

る

刑

事

企

画

課

こ

と

が

で

き

る

司

法

警

察

員

の

指

定

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

岡

山

県

公

報

平成２８年１１月２５日 第１１８４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

石

賀

充

典

呼
吸
器

南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

田

中

寿

明

呼
吸
器

南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
〇
六
六

薬
師
寺

公

一

ぼ
う
こ
う
・
直
腸

薬
師
寺
慈
恵
病
院

総
社
市
総
社
一－

一
七－

二
五

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

大

倉

佳

宏

肢
体
不
自
由
、
呼
吸
器

津
山
フ
ァ
ミ
リ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
山
市
田
町
八
六

野

上

邦

夫

心
臓

日
生
病
院

備
前
市
日
生
町
寒
河
二
五
七
〇－

四
一

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ワ
イ
ン
の
里
弐
番
館
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
西
軽
部
一
二
六
〇
番

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
フ

２

所
在
地

岡
山
県
浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
一
一
八
九
番
地
三

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
二
八
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ば
ら
色
め
が
ね

介
護
相
談
室

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
桜
が
丘
西
七

一
五

三
七

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

合
資
会
社
ば
ら
色
め
が
ね

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
桜
が
丘
西
七

一
五

三
七

－
－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
二
二
〇
一
二
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
百
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
つ
く
し

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
原
一
二
二
〇

三

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
つ
く
し
の
里

２

所
在
地

岡
山
県
津
山
市
小
原
一
二
二
〇

三

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
三
〇
一
四
二
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



〔
四
七
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
八
〇

一
、
八
〇

三
、
八
二

三

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
竹
荘
八
四
九

一

－

岡
田

早
加

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
一
号

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



〔
四
七
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
原
字
南
仲
田
一
八

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
阪
府
豊
中
市
上
新
田
四
丁
目
九

二

二
〇
七
号

－
－

澁
谷

智
士

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
〇
六
号

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



〔
四
七
七
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

落
札
物
品
の
名
称
及
び
数
量

走
査
電
子
顕
微
鏡
分
析
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
出
納
局
用
度
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
三
ツ
ワ
フ
ロ
ン
テ
ッ
ク

倉
敷
市
老
松
町
三
丁
目
八
番
七
号

五

落
札
金
額

、

、

（

、

、

）

五
五

九
四
四

〇
〇
〇
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
四

一
四
四

〇
〇
〇
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
九
月
十
三
日

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

犯
罪
関
連
通
信
の
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

犯
罪
関
連
通
信
の
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

犯
罪
関
連
通
信
の
傍
受
令
状
の
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員
の
指
定
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
二
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
刑
事
部
」
を
「
生
活
安
全
部
、
刑
事
部
、
交
通
部
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
百
七
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警

備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

機
械
警
備
業
務

平
成
二
十
九
年
二
月
二

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

十
一
日
（
火
曜
日
）
か

午
後
五
時
ま
で

目
一
一
番
一
八
号

ら
同
月
二
十
四
日
（
金

岡
山
共
済
会
館

曜
日
）
ま
で
の
四
日
間

二

講
習
対
象
者

講
習
対
象
者
の
範
囲
の
限
定
は
な
い
。

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

２

提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十

分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号



三
万
八
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

二
十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ

て
も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

平成２８年１１月２５日　岡山県公報　第１１８４２号


